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○熊本市監査規程 

平成 5 年 4 月 1 日 

監委規程第 1 号 

熊本市監査規程(昭和 39 年監委規第 1 号)の全部を次のように改正

する。 

(目的) 

第 1 条 この規程は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」

という。)及び地方公営企業法(昭和 27 年法律第 292 号。以下「公企

法」という。)並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平

成 19 年法律第 94 号)の規定に基づいて監査委員が行う監査、検査及

び審査(以下「監査等」という。)の実施に関し、基本的な事項を定

めることを目的とする。 

(平 20 監委規程 1・一部改正) 

(基本方針) 

第 2 条 監査委員は、監査等を実施するに当たっては、市の財務に

関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理又は市の事務(法

定受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあることその他の

事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとし

て政令で定めるものを除く。)の執行(以下「事務事業の執行」とい

う。)が、法第 2 条第 14 項及び第 15 項の規定の趣旨にのっとって行

われているかどうかについて、特に意を用いるとともに、予算及び

法令等に基づいて行われているかに留意して実施しなければならな

い。 

(平 12 監委規程 1・平 14 監委規程 2・一部改正) 

(監査委員の使命及び責務) 

第 3 条 監査委員は、法令により定められた権限に基づいて、事務

事業の執行について監査等を実施し、その結果に関する報告を決定

し、これを提出し、及び公表するなどにより、民主的かつ効率的な

行政の執行確保に資し、もって住民の福祉の増進と地方自治の本旨

の実現に寄与するものとする。 

2 監査委員は、その職務を遂行するに当たっては、常に公正不偏の態

度を保持して、監査等を実施しなければならない。 

3 監査委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その

職を退いた後も同様とする。 

4 監査委員は、監査等を実施するに当たっては、監査委員の事務を補

助する職員を指導監督しなければならない。 

(平 14 監委規程 2・一部改正) 

(監査等の種類) 
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第 4 条 監査等の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 定期監査(法第 199 条第 4 項の規定による監査をいう。) 

毎会計年度少なくとも 1 回以上期日を定めて、次の事項について行

うもの 

ア 市の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われている

かどうかを主眼として実施するもの 

イ 市の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われている

かどうかを主眼として実施するもの 

(2) 随時監査(法第 199 条第 5 項の規定による監査をいう。) 

監査委員が必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施するも

の 

(3) 行政監査(法第 199 条第 2 項の規定による監査をいう。) 

監査委員が必要があると認めるとき、市の事務(法定受託事務にあ

っては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査

委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定める

ものを除く。)の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令

等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼とし

て適時に実施するもの 

(4) 財政援助団体等に対する監査(法第 199 条第 7 項の規定による監

査をいう。) 

財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者

及び法第 244 条の 2 第 3 項の規定に基づき公の施設の管理を行うこ

ととなった指定管理者に対し、監査委員が必要があると認めるとき、

又は市長の要求に基づき、当該財政的援助等に係る出納その他の事

務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実

施するもの 

(5) 公金の収納又は支払事務に関する監査(法第 235 条の 2 第 2 項又

は公企法第 27 条の 2 第 1 項の規定による監査をいう。) 

指定金融機関等に対し、監査委員が必要があると認めるとき、又は

市長若しくは企業管理者の要求に基づき、公金の収納又は支払の事

務が法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどう

かを主眼として実施するもの 

(6) 住民の直接要求に基づく監査(法第 75 条の規定による監査をい

う。) 

請求に係る事務の執行について実施するもの 

(7) 議会の要求に基づく監査(法第 98 条第 2 項の規定による監査をい

う。) 

要求に係る事務について実施するもの 
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(8) 市長の要求に基づく監査(法第 199 条第 6 項の規定による監査を

いう。) 

要求に係る事務の執行について実施するもの 

(9) 住民監査請求に基づく監査(法第 242 条の規定による監査をい

う。) 

請求の内容について実施するもの 

(10) 市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監

査(法第 243 条の 2 第 3 項又は公企法第 34 条の規定による監査をい

う。) 

要求に係る事実の有無等について実施するもの 

(11) 例月出納検査(法第 235 条の 2 第 1 項の規定による検査をいう。) 

会計管理者及び企業管理者の保管する現金(歳入歳出外現金及び基

金に属する現金を含む。以下同じ。)の在高及び出納関係諸表等の計

数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われて

いるかどうかを主眼として実施するもの 

(12) 決算審査(法第 233 条第 2 項又は公企法第 30 条第 2 項の規定に

よる審査をいう。) 

決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の

執行又は事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを主

眼として実施するもの 

(13) 基金の運用状況審査(法第 241 条第 5 項の規定による審査をい

う。) 

基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基

金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実

施するもの 

(14) 地方公共団体の財政健全化審査(地方公共団体の財政の健全化

に関する法律第 3 条第 1 項による審査をいう。) 

市長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事

項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実

施するもの 

(15) 公営企業の経営健全化審査(地方公共団体の財政の健全化に関

する法律第 22 条第 1 項による審査をいう。) 

市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項

を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施

するもの 

(平 12 監委規程 1・平 14 監委規程 2・平 15 監委規程 1・平 19 監委規

程 1・平 20 監委規程 1・一部改正) 

(計画的な監査等の実施) 
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第 5 条 監査等を効率的かつ効果的に実施するため、年間監査計画

を策定するとともに、適切な実施計画を作成し、これに基づいて適

時に監査等を実施しなければならない。 

(監査等の方法) 

第 6 条 監査等を実施するに当たっては、書類、帳簿、証書類等の

記録に基づき、照合、実査、立会、確認、質問等監査委員が必要と

認める方法により行う。 

(平 14 監委規程 2・一部改正) 

(監査等公表) 

第 7 条 監査の結果に関する報告等又は改善措置の報告の公表につ

いては、熊本市公告式条例(昭和 25 年条例第 1 号)を準用する。 

(平 10 監委規程 1・一部改正) 

(雑則) 

第 8 条 この規程に定めるもののほか、監査等の実施について必要

な事項は、監査委員が定める。 

附 則 

この規程は、平成 5 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 10 年 8 月 26 日監委規程第 1 号) 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 12 年 7 月 11 日監委規程第 1 号) 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 14 年 9 月 30 日監委規程第 2 号) 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 15 年 9 月 12 日監委規程第 1 号) 

1 この規程は、公布の日から施行する。 

2 この規程の施行の際、現に地方自治法の一部を改正する法律(平成

15 年法律第 81 号)附則第 2 条の規定によりなお従前の例によること

とされた公の施設の管理受託者については、この規程による改正前

の第 4 条第 4 号の規定は、なおその効力を有する。 

附 則(平成 19 年 3 月 23 日監委規程第 1 号) 

この規程は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 20 年 3 月 24 日監委規程第 1 号) 

この規程は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 
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